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○○区自主防災会 防災計画(例) 

１ 趣旨 

  この防災計画(以下「計画」という。)は、○○区自主防災会規約第○条の規

定に基づき、○○区自主防災会の防災活動について必要な事項を定める。 

 

２ 計画事項 

 この計画に定める事項は、次のとおりとする。 

（１）防災組織の編成及び任務分担に関すること。 

（２）防災知識の普及に関すること。 

（３）防災訓練の実施に関すること。 

（４）情報の収集、伝達に関すること。 

（５）出火防止、初期消火及び水防活動に関すること。 

（６）救出救護に関すること。 

（７）避難誘導に関すること。 

（８）給食給水等に関すること。 

（９）避難行動要支援者に関すること。 

(10) その他必要な事項 

 

３ 防災組織の編成及び任務分担 

  災害発生時の応急活動を迅速、かつ、効果的に実施するため、別表のとおり

防災組織の編成と任務分担等について定める。 

  

４ 防災知識の普及 

  地域住民の防災意識の高揚を図るため、次にとおり防災知識の普及・啓発活

動を行う。 

（１）普及・啓発事項 

ア 防災組織及び防災計画に関すること。 

イ 地震、火災、水害等についての知識に関すること。 

ウ 地区周辺の環境に対応できる防災知識に関すること。 

  エ 各家庭における防災上の留意事項に関すること。 

  オ その他防災に関すること。 

（２）普及・啓発の方法 

   広報紙、パンフレット、ポスター等の配布及び講演会等を実施する。 

 

５ 防災訓練の実施 
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  大地震等の災害の発生に備えて、情報の収集・伝達、消火、避難等が、迅速、

かつ、的確に行動ができるようにするため、次により防災訓練を実施する。 

（１）訓練の種類 

  ア 情報の収集、伝達訓練 地域内の被害状況等の情報を正確、迅速に集収

し、防災関係機関への提供。また、市災害対策本部からの情報及び被害状

況等を迅速、的確に、地域住民に伝達するために実施する。 

  イ 消火訓練 消火器、水バケツ等の消火用器具の使用方法及び消火技術

を習得するために実施する。 

  ウ 水防訓練 浸水等の水害発生時の対応方法について、技術を習得する

ために実施する。 

エ 避難訓練 避難要領を習熟し、定められた避難場所まで、迅速、かつ、

安全に避難するために実施する。 

  オ 救出救護訓練 家屋の倒壊及び落下物等により負傷者に対する救出活

動及び応急手当の方法等の知識、技術を習得するために実施する。 

  カ 災害図上訓練（DIG） 自分たちが生活している地域で災害が発生した

場合を想定し、参加者全員でその対応策をイメージトレーニングしなが

ら対処方法を図上で実施する。 

（２）訓練実施計画 

   訓練の実施に際しては、訓練実施計画を作成し、消防署に届け出して実施

する。 

（３）訓練日及び回数 

   訓練は、原則として防災の日（９月１日）を中心に、年１回以上実施する。 

 

６ 情報の収集、伝達(総務・情報班) 

 被害状況等を正確、迅速に把握し、適切な応急措置をとるため、情報の収集、

伝達を、次により行う。 

（１）情報の収集、伝達 

   会長は、地域内の被災状況を収集し、必要と認める情報を川中島町災害対

策本部(以下「本部」という。)を通じて市災害対策本部に通知する。 

（２）情報の収集、伝達方法 

   区民は、テレビ、ラジオ、スマートフォーン等のメディアを有効に活用し、

正しい情報収集に努める。また会長は、市からの重要な情報について、別図

１のとおり総務・情報班を通じて区民に伝達する。 

（３）大規模災害発生時、本自主防災会の統括本部は「○○公民館」とし、会長、

副会長、防災指導員及び総務・情報班員が参集するものとする。なお、避難

所ごとに連絡員を配置し、情報の収集及び連絡調整等必要な支援を実施す
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る。 

 

７ 出火防止、初期消火及び水防活動(消火・水防班) 

（１）出火防止 

   大地震等では、火災の発生が被害を大きくすることから、出火防止の徹底

を図ること。また、各家庭においては、主に次の事項を重点に点検整備する。 

  ア 火気使用設備器具の整備及びその周辺の整理整頓 

  イ 可燃性危険物品等の保管方法の確認 

  ウ 消火器等消火資機材の整備 

  エ その他建物等の危険箇所の把握 

（２）初期消火 

   消火・水防班は、地区内に火災が発生した場合は、迅速に消火活動を行い

被害の軽減に努める。 

（３）水防活動 

   消火・水防班は、地区内に水害が発生又は発生の恐れがある場合は、迅速

に水防活動を行い被害の軽減に努める。 

    

８ 救出救護(救出・救護班) 

（１）救出救護活動 

   救出・救護班は、建物の倒壊、落下物等により救出、救護を要する者が生

じたときは、ただちに救出救護活動を行う。この場合、現場付近の者は、そ

の活動に積極的に協力するものとする。 

（２）医療機関への搬送 

   負傷者が医師の手当てを要するものであると認めたときは，市が設置す

る応急救護所又は医療機関に搬送する。 

 

９ 避難誘導(避難誘導班) 

  地震等の大規模災害が発生等により、地域住民の人命に危険が生じ、又は生

じる恐れがあるときは、次により避難行動を行う。 

（１）避難の指示等 

   会長は、市長の高齢者等避難又は避難指示発令時には、組長・自治会長を

通じて避難誘導班に対し、避難誘導の指示を行う。 

（２）避難誘導 

   避難誘導班は、会長の避難指示に基づき、区民を安全な経路で指定避難場

所へ誘導する。 

（３）一時避難場所 
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   区民は、組・自治会で定めた班又は隣組ごと、別図２のとおり指定された

一時避難場所に集合し、避難誘導班による人員確認後、安全な経路で指定避

難場所等へ避難する。  

 

10 給食給水等(物資供給班) 

  物資供給班は、市等から配布された食料、飲料水等を適正に配分する。また、

避難した区民からの必要物資の要望を把握し、本部を通じて市災害対策本部

へ通知する。 

  また区民は、自ら非常用食料及び飲料水等必要な物資を、概ね３日間分の備

蓄に努めるものとする。 

 

11 避難行動要支援者への支援(避難行動要支援者班) 

  避難行動要支援者への支援活動は、次により行う。 

（１）会長は、平常時から要支援者台帳を適正に管理し、災害発生時に有効に活

用できるよう準備しておくものとする。 

（２）避難行動要支援者班は、市長から「避難準備・高齢者等避難開始」が発令

された場合、直ちに避難行動要支援者へ通知するとともに、指定避難場所へ

避難行動を開始する。 

（３）避難行動要支援者班は、平常時から対象者の把握に努め、避難所等におい

ては、要支援者の状況に応じた支援活動を実施する。 

 

12 その他必要な事項 

  この計画に定める事項以外で必要な計画は、会長が別に定める。 

 

附 則 

 この計画は、○年○月○日から施行する。 



別図 1 
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災害時の情報伝達経路 
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                                           別図２ 

避難指示等発令時の行動 
 

避難誘導班は、各組・自治会ごとに指定した一時集合場

所で人員確認、安全な経路で避難場所へ避難開始 

※指定避難場所・避難所 → 三本柳小学校・川中島小  

学校・川中島体育館・氷鉋公園等 

・・・避難に時間のかかる高齢者等の避難行動開始 

 

 

・・・避難中の住民は、避難行動を完了 

・・・避難していない住民は、直ちに避難行動を開始する。 

・・・そのいとまがない住民は、近くの安全な建物への避

難等、生命を守る最低限の行動をとる。 

  

 

※災害が発生又は甚大な災害発生が予想されるとき 

①自主防災会長・副会長、防災指導員及び総務・情報班(組長・自 

治会長)は、「○○公民館」に「○○区指揮本部」を設置する。 

②自主防災会長(区長) → 避難行動要支援者台帳の開示 

高齢者等避難開始 

避 難 指 示 ( 緊 急 )  

全 員 避 難 完 了 



別表

班名 担当 平常時の任務
災害発生時・避難所

運営時の任務

消火・水防班
○川中島第    分団
環境美化推進員

・消火栓等の把握
・火災予防活動
・水防危険個所の把握

・初期消火活動
・水防活動
・ごみ処理、清掃作業等

会 　 長
(区　長)

副会長
(副区長)

総務・情報班
(組　長・

自治会長)
救出・救護班

○防犯指導員
防犯協会女性部

・資機材の準備等
・応急手当の知識技術
の普及

・負傷者の救出,救護
・避難困難者の救出・救
助活動

平常時の任務
・組・自治会の調整
・避難行動要支援者の
把握
・関係機関との調整

避難誘導班
○交通安全協会
(理事・代議員)

・避難路の確認
・危険個所の把握

・住民の避難誘導活動
・警察との連携及び防
犯巡回活動

防　災
指導員

災害発生時の任務
・被害の把握
・避難者の把握
・避難所管理運営
・班,関係機関との調整

物資供給班

○総務委員会
日赤奉仕団
結婚相談員
白バラ会

・個人備蓄の推進活動
・食料、飲料水の配布
・支援物資の配分
・必要物資の把握

避難行動要支援者班
○民生児童委員
社会福祉委員会
福祉推進委員

・避難行動要支援者の
把握

・避難開始の伝達
・避難行動要支援者へ
の支援活動

○班長

○○区自主防災会　組織編成表
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